
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

参 考 資 料

資料３



１．地域公共交通をめぐる社会経済情勢の変化
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（注） １ 「若年人口」は０～14歳の者の人口、「生産年齢人口」は15～64歳の者の人口、「高齢人口」は65歳以上の者の人口
２ （ ）内は若年人口、生産年齢人口、高齢人口がそれぞれ総人口のうち占める割合

資料） 総務省「国勢調査（年齢不詳をあん分して含めた人口）」、同「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」における出生中位
（死亡中位）推計より国土交通省作成

若年人口

生産年齢人口

高齢人口

総人口
12,806万人

高齢人口
2,948万人
（23.0％）

生産年齢人口
8,174万人
（63.8％）

若年人口
1,684万人
（13.1%）

（推計）

8,674万人

生産年齢人口
4,418万人
（50.9％）

若年人口
791万人
（9.1％）

高齢人口
3,464万人
（39.9％）

総人口

総人口は
約4,132万人減少

生産年齢は
約3,755万人減少

高齢は
約516万人増加

若年は
約893万人減少

（百万人）

人口減少の進展
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我が国の人口は、２０１０年をピークに減少を続けており、今後も減少を続けることが予測されている。
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高齢化等人口構造の変化

人口構造の推移を見ると、２０２５年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

（出典）平成30年第4回経済財政諮問会議資料より抜粋



地域交通を取り巻く環境～高齢者の不安

高齢者の免許非保有者、免許返納の数は、近年大幅に増加。

高齢者を中心に、公共交通がなくなると生活できなくなるのではないか、という声が大きい。
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（万） 現居住地に対する将来の不安は、公共交通の減

（出典）国土交通省総合政策局作成

免許返納は年々増加
（運転経歴証明書交付件数の年別推移）

高齢者の免許非保有者数は10年で100万人増
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（出典）警察庁公開資料より、国土交通省総合政策局作成

（出典）警察庁公開資料より、国土交通省総合政策局作成



運転手不足の深刻化
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自動車運転事業の人手不足

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

2.72

（出典）厚生労働省「一般職業紹介状況」より国土交通省総合政策局作成

有効求人倍率（常用パート含む。）の推移

注１：労働時間＝「賃金構造基本統計調査」中「所定内実労働時間数＋超過実労働時間数」から国土交通省自動車局が推計した値
所定内実労働時間数＝事業所の就業規則などで定められた各年６月の所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間に実際に労働した時間数
超過実労働時間数＝所定内実労働時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数
注２：年間所得額＝「賃金構造基本統計調査」中「きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額」から国土交通省自動車局が推計した値
きまって支給する現金給与額＝６月分として支給された現金給与額（所得税、社会保険料等を控除する前の額）で、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、超過勤務手当等を含む
年間賞与その他特別給与額＝調査年前年１月から12 月までの１年間における賞与、期末手当等特別給与額
資料：総務省「労働力調査」、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、日本バス協会「日本のバス事業」、全国ハイヤー・タクシー連合会「ハイヤー・タクシー年鑑」より、国土交通省総合政策局作成
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自動車運転事業は、全産業と比べ、労働時間は長く、年間所得額は低くなっており、若年者が就業を敬遠している。

第二種大型自動車運転免許保有者は約15年間で約20％減少している。

自動車の運転業務の人手不足が年々深刻化しており、有効求人倍率は全職業平均の約2倍。



地域公共交通の確保に関する地方負担の増加

自治体が地域交通の確保（地方バス、離島航路支援等）に関する「特別交付税交付額」は毎年増加傾向に
あり、９年間で約50％増加している。
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地域交通の確保（地方バス、離島航路、地域鉄道支援等）に関する特別交付税交付額の推移

※総務省資料より、国土交通省総合政策局作成
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MaaS（Mobility as a Service）…スマホアプリを活用し、一人一人のトリップ単位の移動ニーズに応じて、複数の公共交通や
それ以外の移動サービスを最適に組み合わせ、検索・予約・決済等を一括で行うことを可能とするサービス

○複数の駅・バス停ごとの経路・ダイヤの確認が不用になるとともに、スマホ上での運賃の一括支払い
等が可能になる

○新たな移動手段（シェアサイクル等）や関連サービス（観光チケットの購入等）も組合せられる
○MaaSにより蓄積される膨大な移動データを、地域の交通計画やまちづくり計画に活用できる
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観光施設のチケット購入

△異なる交通事業者等を連携させ、１つのサービスとして提供するための調整
△キャッシュレス決済に未対応な交通モードが存在
△各交通モードをつなぐためのデータ連携のあり方（データ形式、データのやり取り方法等）

MaaS化
の課題

交通機関・
移動手段の
課題（例）

専用アプリで検索・予約・決済を一括で実行

出
発
地
・
自
宅

目
的
地
・
観
光
施
設

MaaS化
の

メリット

△タクシーの連日利用はコスト高
△タクシー以外の交通手段がない地

域（交通空白地）あり

△地域鉄道・バスは本数・ダイヤの面
で利便性が低い

△存続問題が浮上する路線もあり

△自家用有償運送があれ
ば、雨天時も快適に移
動が可能

MaaSの仕組みと本格活用に向けた課題
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島根県大田市
（大田市、石見交通、バイタルリード）

タクシー、定額制、貨客混載

ひがし北海道エリア
（釧路・オホーツク地域自治体、JR北海道、WILLER）

レストランバス、定額制、観光施設連携

神奈川県川崎市・箱根町
（川崎市・箱根町、小田急電鉄、小田急グループ）

ケーブルカー、定額制、観光施設連携

静岡県静岡市
（静岡市、静岡鉄道、未来シェア）
AI相乗りタクシー、事前確定運賃、

道路交通情報（ETC2.0）

三重県志摩地域
（志摩市、近鉄グループ、名古屋大学）

マリンタクシー、定額制、観光施設

沖縄県八重山地域
（石垣市・竹富町、八重山観光フェリー、TIS）

フェリー、定額制、観光施設連携

兵庫県神戸市
（神戸市、みなと観光バス、日本総合研究所）

相乗りタクシー、QRコード決済

京丹後地域
（京都府、全丹バス、WILLER）
レンタサイクル、QRコード決済、

飲食店との連携

茨城県日立市
（日立市、みちのりHD、茨城大学）

自動運転BRT

瀬戸内エリア
（高松市、日新タクシー、scheme verge）

海上タクシー、変動料金制、
手荷物配送

福島県会津若松市
（会津若松市、会津乗合自動車、KCS ）

定額制、飲食店との連携

茨城県つくば市
（茨城県、つくば市、関東鉄道、筑波大学）

顔認証、病院予約との連携

広島県庄原市
（庄原市、備北交通、ヴァル研究所）

グリーンスローモビリティ、定額制、
医療との連携

三重県菰野町
（菰野町、三重交通、名古屋大学）

ロープウェイ、定額制

大津・比叡山
（大津市、京阪バス、日本ユニシス）
自動運転・ケーブルカー、

定額制、観光施設との連携

京都府南山城村
（京都府、南山城村、福祉協議会）

自家用有償運送、定額制

山陰エリア（島根・鳥取）
（山陰地域自治体、一畑電鉄、JTB）
超小型モビリティ、定額制、手荷物配送

静岡県伊豆エリア
（伊豆地域自治体、東急・JR東日本、楽天）

AIオンデマンド、定額制、観光施設連携

群馬県前橋市
（前橋市、上毛電鉄、NTTドコモ）

自動運転、定額制、バスロケ

○ 多様な地域において多様な主体が参加するMaaSの実証実験を支援するため、 「新モビリティサービス
推進事業」（3.1億円の内数） において、「先行モデル事業」を19事業選定（令和元年6月18日）。

：大都市近郊型・地方都市型（６事業） ：地方郊外・過疎地型（５事業） ：観光地型（８事業）

地域におけるMaaSプロジェクトの推進
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注）従来は空港を利用する旅客を中心に調査を行っていたが、短期滞在の傾向があるクルーズ客

の急増を踏まえ、2018年からこうした旅客を対象とした調査も行い、調査結果に反映したところ。
従来ベースの推計方法で2018年の旅行消費額を推計すると、4兆8千億円となる。（出典）観光庁

出典：日本政府観光局(JNTO)資料から観光庁作成

訪日外国人旅行者数等の推移
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訪日外国人旅行者数は、近年急速に増加し、2018年には3,000万人を超えており、今後も、2020年4,000万人、2030年6,000
万人の政府目標の下、更なる増加が見込まれている。

また、近年は団体旅行者よりもＦＩＴ（個人旅行者）の割合が高くなっており、三大都市圏やゴールデンルートだけでなく、全国
各地の地方部の観光地への来訪も増加している。

訪日外国人旅行者の推移
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出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

年 訪日外国人旅行消費額
2012年

（平成24年） 1兆846億円
2013年

（平成25年） 1兆4,167億円
2014年

（平成26年） 2兆278億円
2015年

（平成27年） ３兆4,771億円
2016年

（平成28年） ３兆7,476億円
2017年

（平成29年） ４兆4,162億円
2018年

（平成30年） ４兆5,189億円

訪日外国人旅行消費額の推移

個人旅行

61.8%

団体旅行

38.2%

2017年

個人旅行

28.5%

団体旅行

71.5%

2012年

FIT（個人旅行者）の割合の推移

（出典）観光庁「訪日外国人消費動向調査」より総合政策局作成



２．地域公共交通網形成計画の策定事例



件数 主な事例

①複数市町村 28件

・隣接する市町村が、地域住民の日常生活を基本とした交通圏単位で策定。
（愛知県北設楽郡 等）

・定住自立圏構想や連携中枢都市圏等の広域連携に合わせて、圏域内の市町
村が共同で策定。（滋賀県湖東圏域定住自立圏、青森県八戸圏域 等）

・鉄道沿線の市町村が共同で策定。（えちぜん鉄道沿線地域 等６地域）

②都道府県
＋市町村

20件
・都道府県が中心となって、県内を複数の区域に分けて策定。（鳥取県、大分県）
・都道府県が中心となって、一部の市町村と共同で策定。

（宮崎県日向・東臼杵地域 等）
・鉄道沿線の自治体（都道府県含む）が共同で策定。

（北タンゴ鉄道沿線地域 等４地域）

③都道府県
（全域）

5件
・県が中心となって、県内全域の計画を策定。
（青森県、岩手県、奈良県、愛媛県、佐賀県）

（合計） 53件

広域的な地域公共交通網形成計画の策定事例
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近年、連携中枢都市圏等の市町村連携の動向や、災害時対応の重要性、さらにはインバウンド旅客の周
遊等のニーズの高まりから、地域交通の広域圏としての取組の重要性が増している。

広域的な網形成計画の策定事例として、①複数市町村、②都道府県と市町村、③都道府県（全域）で策
定するケースが挙げられる。

※網形成計画の件数：令和元年7月末時点



路線バス、コミュニティバス（市民バス）、無料通院バス、ス
クールバスが同じ路線を重複して運行

運行日（週１～７日）、ダイヤ・本数、運賃体系（距離制、200
円均一、無料）の棲み分けがなされておらず、非効率な運行

路線バス以外のバスを廃
止し、路線バスに統合

運行日を毎日（平日）と
し、ダイヤ・本数も調整

運賃体系も分かりやすい
３段階制に変更（200円、
300円、500円）

対応策

路線バス・市民バス・みどり号が
重複していた路線

路線バス・市民バスが
重複していた路線

中心市街地

背景・課題

網形成計画の効果的な活用事例
モード間連携や多様な輸送サービスの活用（茨城県常陸太田市）

網形成計画において、路線バス、コミュニティバス、無料通院バス、スクールバス等の輸送サービスの重複と
いう課題を明らかにした上で、路線バスへの統合と分かりやすい運賃・ダイヤへの見直しにつなげている。
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13

網形成計画において、複数のバス事業者が運行する市街地の主要幹線軸について、ダイヤ（等間隔運行
等）、運賃体系、情報提供等に連携して対応することとし、持続可能で使いやすい地域公共交通ネットワーク
を目指している。

網形成計画の効果的な活用事例
モード間連携や多様な輸送サービスの活用（青森県八戸市）



■コミュニティバスを支える市民協働の仕組み ■持続可能なコミュニティバスシステムと地域コミュニティの活性化

※当該計画における記載を基に、国土交通省において作成
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1,050万円

網形成計画の効果的な活用事例
地域の多様な関係者の協働（岐阜県岐阜市）

網形成計画において、地域住民が主体となって運行計画の見直しや継続的な利用促進活動を行うとともに、

市が収支状況等を継続的にチェックすることにより、持続可能なコミュニティバスの運行を目指している。



● 「地域バス」は、地域住民、商工会、病院、学校などが参加する

「運営協議会」の議論に基づき運行、改善を実施。

● 収支率等の定量的な指標と運営協議会の取組を評価する独自の

バス評価システムを導入し、「基幹バス」・「地域バス」のサービス水

準の見直しに活用・運営協議会の活動を活性化。
「鉄道」・「基幹バス」・「地域バス」で広大な市域をカバー

地域バス運営協議会にて検討

網形成計画の効果的な活用事例
地域の多様な関係者の協働（愛知県豊田市）

網形成計画において、地域のバスについては、多様な関係者からなる運営協議会の議論に基づき運行・改
善することを明らかにするとともに、収支率等の定量的な指標と運営協議会の取組を評価するバス評価シス
テムを導入し、サービス水準の見直しに活用することとしている。
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【湖東定住自立圏：滋賀県彦根市、愛莊町、豊郷町、甲良町、多賀町】 委託事業者 近江タクシー(株)

運行便数・時間
・12便/日（往復）・路線
・概ね7:00～20:00

利用運賃 ・400円、800円の2段階制※

補助の財源
地域内フィーダー系統
確保維持費国庫補助金

※委託事業者にメーター運賃と利用運賃の差額を補助

愛のりタクシー利用者数（人/年）

買物、通勤、通院な
どの日常生活から、
レジャー利用まで幅
広い利用が見られ、
利用者は年々増加
傾向

網形成計画において、一部の市町が別々に運営していた予約型乗り合いタクシーを、圏域全体で運行する
ように見直すこととしている。

網形成計画の効果的な活用事例
交通圏全体を見据えた広域的な連携（滋賀県湖東圏域定住自立圏）
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山村の複数町村の連携による
生活交通ネットワークの構築

効果 郡内唯一の高校の下宿解消

高齢者の外出機会の増加

３町村の地域公共交通イメージ

設楽町

J R東栄駅

J R大嵐駅

東栄病院

田口高校

豊根村

J R 飯田線

東栄町

稲武線

田口新城線

豊根設楽線

津具線

東栄設楽線

豊根東栄線

東栄線

設楽町

J R東栄駅

J R大嵐駅

東栄病院

田口高校

豊根村

J R 飯田線

東栄町

稲武線

田口新城線

豊根設楽線

津具線

東栄設楽線

豊根東栄線

東栄線

実線：基幹バス 点線：支線バス 楕円：デマンドバス

新城市

町村ごとに異
なっていたバ
ス停デザイン

の統一

町村ごとに異
なっていたバ
ス停デザイン

の統一

バス通学が
可能となり
高校生の下
宿率が低下

バス通学が
可能となり
高校生の下
宿率が低下

○各町村内で完結していた町営（村営）バスの運行を
一体化。運賃体系やバス停デザインも統一。

○独自のＨＰを立ち上げたほか、「おでかけ北設だよ
り」、「おでかけ北設時刻表」を作成し、運行案内、ダ
イヤ改正等、きめ細やかな情報提供を行い、利用者
への「分かりやすさ」にも配慮。

○路線を「基幹バス」、「支線バス」、「デマンドバス」に
分類。乗換拠点での案内・待合設備を充実。

17

網形成計画の効果的な活用事例
交通圏全体を見据えた広域的な連携（愛知県北設楽郡）

網形成計画において、３町村のバスを役割に応じて分類し、地域間幹線補助系統も含めて位置づけるととも
に、運賃体系等の統一化を図り、高校生の通学や高齢者の外出といったニーズに応えることとしている。



路線別乗降数
佐渡市内路線バスについて、路線別乗降車数及び乗降数が
10 名以下の区間をグラフ及び図に示す。全体として、中
心から離れた区間で乗降数が10 名以下となる区間が存在
する。（平成22 年度データ・往路・平日）

高校別バス通学可能区間
市内の各高校の通学として利用できる路線及
び区間を以下に示す。
赤泊線、度津線、前浜線、宿根木線沿線にお
いて、羽茂高校を除く４校で通学ができない
路線となっている。また、南線沿線で相川高
校、羽茂高校へ、東海岸線沿線で佐渡高校、
相川高校、羽茂高校へ通学ができない路線と
なっている。

病院別バス通院可能区間
市内バスにおいて、主な病院の診療受付開始
（診療開始後１時間以内）に間に合う路線及
び区間を以下に示す。
乗り継ぎ、直行便により、病院に行けるよう
になっている。ただし、もっとも通院ニーズ
の高い佐渡総合病院では、赤泊線、度津線、
前浜線、宿根木線において診療受付開始に間
に合わない路線となっている。

18

網形成計画の効果的な活用事例
データによる状況把握、効果的な目標設定・検証（新潟県佐渡市）

網形成計画において、現状の路線別の乗降数を可視化するとともに、通学・通院といった目的別の公共交
通のサービスレベルを分析。

※当該計画における記載を基に、国土交通省において作成



網形成計画の効果的な活用事例
データによる状況把握、効果的な目標設定・検証（数値目標の設定例）

網形成計画において目標を設定する際、公共交通利用者数、利用者満足度等、公共交通そのものの利用

状況に着目した目標に加え、公的負担に関する目標や、公共交通の利便性の向上による他の政策分野へ

の貢献を明確にした目標を設定する例もみられる。

19

まちづくりと連携した目標の設定例（岐阜市）
公的負担に関する数値目標の設定例

作成主体 指標 現状 目標

青森県五所川
原市

公共交通等の維
持に関する行政負
担額

299,000千円
(H27) 現状維持(H34)

茨 城 県 つ く ば
市

市の公共交通維
持に係る年間負
担額

332,000千円
(H26)

310,000千円
(H32)

北海道千歳市 路線バスの維持
に要する市負担額 18,509千円

(H27) 現状維持(H32)

愛知県新城市 コミュニティバスへ
の市負担額 111,809千円

(H27) 現状維持(H33)

青森県下北地
域
（むつ市、大間町、
東通村、風間浦村、
佐井村）

住民1人あたりの
財政負担額 6,424円／人

(H27)
6,400円／人

(H36)

茨城県大子町 利用者1人あたり
の町負担額

650円／人
(H27) 650円／人(H32)

出典：岐阜市地域公共交通網形成計画



計画の目標 評価指標の達成状況

網形成計画において、「路線バス利用者数」、「公共交通での通学者数」、「デマンド型交通利用者数」等の
定量的な目標を設定し、毎年度、協議会で達成状況を共有している。

網形成計画の効果的な活用事例
データによる状況把握、効果的な目標設定・検証（北海道帯広市）

（平成30年度 第１回 帯広市地域公共交通活性化協議会 資料）
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３．独占禁止法の適用除外について



地域公共交通網形計画策定地域における複数事業者間の連携による施策の状況

網形成計画策定件数 433
事業者が単独の地域

（コミュニティバスのみの地域も含む） 167（38.6%）

事業者が複数の地域 266（61.4%）

地域公共交通網形成計画記載事業の実施状況 実施率 実施済／計画記載
路線再編（例：ハブ＆スポーク化、重複路線整理） 44％ 78/179
ダイヤ調整（例：競合路線における等間隔運行） 52％ 85/162
共通運賃（例：一定区域内における統一運賃） 39％ 11/28

共通定期券（例：一定区域内における複数事業者の定期券共通化） 38％ 9/24

運賃プール（複数事業者間での収益の再配分） 0％ 0/3

地域公共交通網形成計画策定地域において、複数事業者が存在する地域は約６割。

地域公共交通網形成計画に複数事業者間の連携による取組を記載している事例が見られるものの、「ダイヤ調整」につ
いては約半数の実施に留まっている。また、「運賃の調整」については、地域公共交通網形成計画に記載している事例・
実施件数ともに少ない。

地域公共交通網形成計画策定地域における公共交通事業者数（H30.10末時点）

地域公共交通網形成計画に盛り込まれた施策の実施状況（複数事業者）
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特例法案における合併等の適用除外スキーム（案）

○ 合併等（合併、持株会社の設立、株式取得等）の認可を受けようとする地域基盤企業（地銀、乗合バス事業者）は、
基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出。

記載事項： ①地域基盤企業に関する事項、②合併等の種別、 ③合併等を通じた事業の改善に資する方策、④事業の改善に応じた
基盤的サービス維持及び地域経済活性化に資する方策、⑤計画の実施期間、 ⑥その他必要な事項

○ 主務大臣は、合併等を通じた競争の制限により、正当な事由のない基盤的サービスの価格の上昇等が生じ得ると認めると
きは、当該基盤的サービスの価格の上昇等の防止に資する方策の記載を追加して求めることができる。

① 地域において、人口減少等による基盤的サービスに対する持続的な需要の減少が見込まれる状況にあり、
その結果、地域基盤企業が基盤的サービスの提供を将来にわたって持続的に行うことが困難となるおそれがあること。

② 合併等を行う地域基盤企業のうち一つが、基盤的サービスに係る採算（基盤的サービスを提供する利用者全体に関するもの）を
とることが継続的に困難な状況にあると考えられること。

③ 地域基盤企業の事業が相当程度改善すると見込まれること。

④ 事業の改善に応じた地域での基盤的サービスの維持及び地域経済の活性化が見込まれ、かつ、
競争の制限により正当な事由のない基盤的サービスの価格の上昇等が生じるとは見込まれないことによって、
合併等が利用者の利益の増進に資すると認められるものであること。

○ 主務大臣は、要件に適合するものでなくなったと認めるときは、是正命令。
３．事後の監督

２．主務大臣による合併等の認可（※） ※ 認可に際し、主務大臣は公取委に協議しなければならない。

１． 事業者による申請・基盤的サービス維持計画の提出

サービス維持のための限定的なケースで独禁法を適用除外

※10月29日第32回未来投資会議資料より抜粋
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主務官庁と公取委の協議・連携（事務プロセス）

① 主務官庁（国交省・金融庁）が、地域基盤企業からの申請（「基盤的サービス維持計画」）に基づき、前頁の
各要件への適合性を審査・確認（申請があった時点で公取委に通知）。 → 適合しない場合は、認可申請を却下。

② 主務官庁が、各要件への適合性に関する意見を付して、公取委に対して協議書を送付
（必要に応じ、正式協議の前の時点で主務官庁と公取委で情報・意見交換を実施）。

③ 公取委は、主務官庁に対して協議への意見を送付。合併等が利用者の利益に資するかどうかについては、
主務官庁及び公取委がそれぞれの知見・専門性に基づいて、
・ 主務官庁が、地域での基盤的サービスの維持及び地域経済の活性化が見込まれるかどうかの観点を中心に、
・ 公取委が、競争の実質的な制限により正当な事由のない価格の上昇（例えば、中小企業向け貸出における
貸出金利の上昇）等が生じ得るかどうかの観点を中心に、

それぞれ判断を行う方向とする（それ以外についても、必要に応じ意見表明）。

④ 主務官庁は、価格の上昇等を中心とした公取委の意見を尊重し、
・ 公取委から懸念が表明された場合には、認可申請を却下するか、又は、
・ 必要に応じ、地域基盤企業に価格の上昇等の防止策（※）を求めた上で、再度各号への適合性を審査し、
合併等を認可。

※ 一例として、地銀の融資審査時における「正当な理由なく金利スプレッドが上昇しないことの確認」等

－ 公取委及び主務官庁は、相互に審査・意見についての具体的根拠（信用不安に繋がりかねない機微情報等を除く。）の
説明を求めることができる。

※10月29日第32回未来投資会議資料より抜粋
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特例法案における共同経営（カルテル）の適用除外スキーム（案）

○ 共同経営の認可を受けようとする乗合バス事業者等（乗合バス・競合の公共交通事業者）は、あらかじめ法定協議会（※）

の承認を受けた共同経営計画を主務大臣に提出。
記載事項： ①地域基盤企業に関する事項、②対象の区域・路線等、 ③共同経営の内容等、④運賃プールに関する事項、

⑤共同経営の目標（収支、人員、車両等の改善効果）、⑥実施期間、 ⑦法定協議会の名称、⑧その他必要な事項

１． 事業者による申請・共同経営計画の提出

① 基盤的サービスに係る事業の改善が見込まれること。

② 不採算路線を含む地域公共交通について事業の改善に応じた維持が図られることが見込まれ、かつ、
利用者の利益を不当に害さないと見込まれることによって、
共同経営が利用者の利益の増進に資すると認められるものであること。

③ 地域公共交通活性化再生法の基本方針、地域の交通に関する計画に照らし、適切なものであること。 等

２．主務大臣による共同経営の認可（※）

○ 主務大臣は、要件に適合するものでなくなったと認めるときは、是正命令。

※地域公共交通活性化再生法の法定協議会

３．事後の監督

① 利用者が一定の条件の範囲内で地域公共交通を利用すること
ができる運賃・料金の設定等

－ 定額制乗り放題 等

② 輸送需要・地理的条件等を勘案した、路線・運行系統の共
同・分担運行等

－ 「ハブ・アンド・スポーク型」のネットワーク再編 等

③ 一定の規則による運行回数・運行時刻の設定
－ 等間隔運行、パターンダイヤ 等

※ その他①～③と類似の行為

適用除外の対象になる共同経営によるサービス内容

⇒これら行為に必要な共同経営（運賃プールを含む。）の実施に係る行為については独禁法を適用除外

※ 認可に際し、主務大臣は公取委に協議しなければならない。

※10月29日第32回未来投資会議資料より抜粋
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４．交通手段の見直しに係る事例等



地域公共交通特定事業の現行制度

事業名 イメージ 事業概要
主体

上段：計画策定主体
下段：事業実施主体

主な特例措置

軌道運送
高度化事業

定時性、速達性及び快適性に優
れた軌道運送を確保する事業

事業者
○軌道法の特例（第10条第1項・第2項）
・計画認定による軌道経営特許のみなし取得
（軌道整備事業と軌道運送事業に分けて特許をみなし取得可）

○地方債の特例（第12条）
事業者

道路運送
高度化事業

定時性、速達性及び快適性に優
れた道路運送を確保する事業

事業者 ○道路運送法の特例（第15条）
・計画認定による事業許可等のみなし取得

○地方債の特例（第1７条）事業者

海上運送
高度化事業

定時性、速達性及び快適性に優
れた海上運送を確保する事業

事業者
○海上運送法の特例（第20条）
・計画認定による事業許可等のみなし取得

事業者

鉄道事業
再構築事業
（Ｈ20創設）

継続が困難又は困難となるおそ
れのある鉄道事業について、経
営改善を図りつつ上下分離等の
事業構造の変更により存続を図
る事業

地方公共団体・
事業者共同

○鉄道事業法の特例（第25条第1項・第2項）
・計画認定による事業許可等のみなし取得
（地方公共団体が鉄道線路を保有して運行事業者に無償で
使用させる場合には、計画認定の審査に際して、経営上の
適切性の審査を要しない）

事業者

地域公共交通
再編事業
（Ｈ26創設）

路線網の再編、デマンド交通へ
の転換等を組み合わせつつ、地
域公共交通ネットワークの再構
築を図るための事業

地方公共団体
○鉄道事業法・軌道法・道路運送法・海上運送法の特例
（第27条の4～第27条の7）

・計画認定による事業許可等のみなし取得（道路運送法につい
ては運賃の上限認可等のみなし取得を含む。）

・バス事業に係る計画阻害行為の防止
事業者

鉄道再生事業
鉄道事業者と市町村が連携し
て、事業の廃止届出がなされた
鉄道事業の維持を図る事業

地方公共団体・
事業者共同

○鉄道事業法の特例（第27条第1項～第5項）
・鉄道再生計画作成協議中における廃止届出に係る廃止予定日
の延長を容認

・協議不調の場合、鉄道再生計画の期間後一定の場合に廃止届
出から廃止までの必要期間を短縮 等

事業者

27



【作成主体】大分県・佐伯市・津久見市 【区域】佐伯市・津久見市
【計画期間】平成３０年１０月１日～令和３年９月３０日

交通結節点の新設、路線の分割等

①宇目直川線
【佐伯～宇目】

直川振興局で路線を分割し、
直川振興局以西をコミバス
に移管

②鶴見線
【佐伯～下梶寄】

鶴見地区公民館前で路線を
分割し、鶴見地区公民館前
以東をコミバスに移管

③米水津線
【佐伯～米水津】

米水津振興局で路線を分割
し、米水津振興局以東をコ
ミバスに移管

④畑の浦経由蒲江線
【佐伯～蒲江】

中川原で路線を分割し、中
川原以南（～蒲江間）をコ
ミバスに移管

⑤青山経由蒲江線
【佐伯～波当津】

道の駅かまえで路線を分割
し、道の駅かまえ以南をコ
ミバスに移管

商業施設への乗入れ

⑥伯大線【大分～佐伯】 日中の便の経路を変更し、
コスモタウンを経由

⑦上浦線【佐伯～蒲戸】 商業施設等の集積するコス
モタウンに路線を延伸

民間バスをコミバスへ移管

⑧久保線【佐伯～久保】 民間バス路線を廃止し、コ
ミバスに運行を移管。区間
をコスモタウン発着に短縮

⑨本匠線
【佐伯～上津川】

民間バス路線を廃止し、コ
ミバスに移管。区間をコス
モタウン発着に短縮

②

⑤

③

④

①

⑥ ⑦
⑧

⑨
コスモタウン

佐伯市・津久見市内のバス路線について、交通結節点の新設と路線の分割を行い、利便性を確保しながら効率化。

併せて、商業施設への乗入れやコミバスへの移管等を実施し、広域的にバス交通を再編。

ダウンサイジングの一般的なイメージ
路線バスからコミュニティバスからに再編（大分県南部圏地域）
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ダウンサイジングの一般的なイメージ
コミュニティバスからデマンド交通に再編（熊本県八代市）

運行回数（回／日） 年間運行経費（千円）

再編前（路線運行）（Ｈ29） 7 13,118

再編後（デマンド運行）（Ｈ30） 5 5,165

再編後（デマンド交通）再編前（コミュニティバス）

29

八代市では、路線定期運行から区域型デマンド運行へ運行形態を見直すことで経費を削減。



ダウンサイジングの一般的なイメージ
乗用タクシーの活用を行っている具体事例（長野県駒ヶ根市）

割引タクシー券制度の概要こまがねデマンド型乗合タクシー（こまタク）の概要

30

駒ヶ根市では、利用者の減少や財政負担の増加などから、平成25年にそれまでの定時定路線型バスを廃
止し、交通不便者の通院・買い物に的を絞った「デマンド型乗合タクシー」の運行に移行。

併せて、運行日や運行時刻などの制約があるデマンド型乗合タクシーを補完する目的で、「割引タクシー
券制度」を導入。

利用対象者 駒ヶ根市内 居住者（事前登録制）

運行範囲 市内全域（自宅⇔停留所 間）

運行日 平日（月曜日～金曜日）

運行回数 ４回／日（往路8時・10時,復路12時・14時）

停留所 病院、スーパー、郵便局、市役所 等

運賃 片道400円

利用実績 登録者数 1,483人（H30年度）
利用者数 7,071人（ 〃 ）

①割引タクシー券

対象者 市内に住所を有する65歳以上の人。
かつ、自身による自動車の交通手段
がない人

交付内容 居住地区に応じて100円～350円の
割引券を年間40～120枚まで交付

利用枚数 28,595枚（H30年度）

②福祉タクシー券

対象者 重度の身体障がい者・知的障がい
者・精神障がい者・特定疾患医療受
給者 等

交付内容 居住地区に応じて500円のタクシー券
を年間12～36枚まで交付

利用枚数 9,716枚（H30年度）
※駒ヶ根市地域公共交通協議会資料より国土交通省作成



◆赤字長大路線の分割・再編
【薬師堂方面】
・利用者が低迷している幹線を分割し、

乗合タクシーへ転換

【岩木方面】
・需要に合わせて運行本数を再配分
・路線バスの廃止（H29.4）により生じ

た交通空白地を解消するため、乗合タ
クシーを導入

【浜の町方面】
・弘前中心部からの幹線と、そこから分

岐する支線の分担を明確化
・支線は乗合タクシーへ転換

◆弘前駅周辺（城東方面）の赤字・
重複路線の再編

・既存の重複路線を統合すると共に、病
院や商業施設へのアクセスを確保

・一部路線を乗合タクシーへ転換

【再編実施計画の主な事業内容】

路線バス

予約型乗合タクシー

定時運行乗合タクシー

起終点・主要乗継拠点

実線

三重線

二重線

【凡例】

弘南線

岩木方面

浜の町方面

路線バスから
予約型乗合タクシー

へ変更

路線バスから
予約型乗合タクシー

へ変更

大鰐線

バス路線の分割・
短縮により効率化

岩木線

浜の町石渡線

最寄り駅までの
定時運行乗合タクシー

へ変更

中心部までの
予約型乗合タクシー

へ変更

重複路線を統合すると共に、
都市機能誘導区域間の連絡、
病院等へのアクセスを確保

最寄り駅までの
予約型乗合タクシー

へ変更

空白地区を解消する
予約型乗合タクシー

を導入

需要に合わせて運行本数
を再配分

地域拠点の岩木庁舎行きを増便
しサービスにメリハリ

路線バスから
予約型乗合タクシー

へ変更

需要に合わせて運行本数
を配分

地域拠点の石渡までの運行本数
を増加してサービスにメリハリ

薬師堂方面

弘前駅前

城東方面

岩木庁舎前

三ツ森

農村環境
改善センター

小友

石渡

病院

長大路線（３方面）を分割・再編し、重複路線を改善するなど、効率的なネットワークを形成。
併せて、路線バスの廃止により生じた交通空白地を解消するため、乗合タクシーを導入。

ダウンサイジングの一般的なイメージ
路線バスから乗合タクシーの導入を行った具体例（青森県弘前市）
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ダウンサイジングの一般的なイメージ
乗用タクシーの活用を行っている具体事例（広島県神石高原町）

32

複数の谷筋に住宅が点在する地理的特徴から非効率な運行となっていたデマンドバスを全て廃止し、高
齢者等の生活交通について、運行時間を気にせずドアtoドアで移動できる「乗用タクシー」に一本化。

利用者利便の向上、効果的な財政支出、タクシー事業者の収益向上を実現。

●「ふれあいタクシー」の概要

対象者
75歳以上高齢者
免許費保有者 等

利用目的
町内であればどこでも（通
院、買い物等）

利用料金
目的地まで片道最大600
円（600円を超える料金は
町が補助）

利用回数 1人1か月30回まで

利用できる
事業者

町内タクシー事業者及び介
護タクシー事業者
（小型～9人乗り車両、介
護車両が利用可）

相乗り
タクシー利用者の1人が

「利用者証」を持っていれ
ば、相乗り同乗者も対象

●見直しによる効果
• 利用者の増加（4.4千人/年→3.0万人/年）
• 一乗車当たり町負担額を65%削減

（5.6千円→2.0千円）
• タクシー事業者の収益上昇

営業収益：事業者全体で約45%増加
1日1車当たり営業収益：約4千円増（約30%増）

H30.10＜計画の改定＞

• 民営路線バス【広域・観光・通学】

• 町営路線型バス【通学】

• ふれあいタクシー【高齢者等の生活交通】

H27.3＜計画の策定＞

• 民営路線バス

• 町営路線型バス

• 町営デマンドバス

• タクシーチケット

●地域公共交通網形成計画の見直し



ダウンサイジングの一般的なイメージ
自家用有償旅客運送の導入を行った具体事例（愛媛県八幡浜市）

33

八幡浜市では、民間路線バスの廃止を契機として、行政と協働し、地域住民組織（NPO法人）による公共交通空白地有償運
送（予約制定期運行、予約制デマンド運行）等により、地域の足を確保。

運行開始当初と比較して、利用者は約２．２倍（約２万人）に増加。また、黒字運営を約11年間継続する等、持続可能な取組
を実施している。

事務所（旧駐在所を活用）

旧日土東小
（Ｈ２６閉校）

旧青石中
（Ｈ２９閉校）

水色網掛け部：予約制のデマンド運行 （地域内限定、ドアtoドア）
赤色線：予約制の定時定路線運行 ※八幡浜市資料より国土交通省作成

自家用有償旅客運送路線図バス利用者数（人）

H29年度利用者数はH21年度比約2.2倍増加

運賃収入、入会費・年会費、スクールバス委託収入のみで持続可能な運行
を継続中

事業収支（千円）


